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二
三

ま
え
が
き

本
論
を
書
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
安
也
致
、
徐
海
寧
両
氏
の
「
古
代
亀

卜
文
化
の
文
字
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て

―
甲
骨
文
字
『
船
』
形
偏
旁
の
意
味

の
検
討
」『
駒
沢
史
学
』
52
号
（
駒
沢
史
学
会
）
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
最
初

は
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
が
、
何
か
違
和
感
を
抱
き
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
自

分
の
解
釈
を
整
理
し
な
が
ら
両
氏
の
論
文
に
対
す
る
批
判
点
を
見
つ
け
て
い
っ

た
。
当
論
文
で
「
務
」
符
号
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
も
、
こ
の
論
文
を
批
判
す
る

こ
と
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。「
務
」
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
浮
き
彫
り

に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
安
也
致
、
徐
海
寧
両
氏
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を

申
し
上
げ
た
い
。

甲
骨
文
「
務
」
は
従
来
「
凡
」
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
神
の
住

む
天
と
こ
の
世
で
あ
る
地
を
媒
介
す
る
祭
祀
的
符
号
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
。
そ

の
た
め
祭
祀
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
に
「
務
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、「
務
」
が
な
ぜ
祭
祀
の
符
号
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
明
確
な
意
味
を

探
り
出
す
と
と
も
に
、
一
方
に
お
い
て
な
ぜ
「
務
」
が
「
風
」
の
意
味
に
使
わ
れ

た
の
か
を
考
察
す
る
。

さ
ら
に
、「
鳳
（
風
）」
が
楷
書
に
な
る
に
及
ん
で
、
な
ぜ
「
凡
」
な
る
漢
字
が

用
い
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
風
」
は
、
空
気
の
移
動
に
よ
っ
て
起
こ

る
も
の
で
、
も
し
「
風
」
と
い
う
漢
字
を
創
作
す
る
こ
と
を
考
え
た
場
合
、「
風
」

が
想
起
で
き
得
る
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
比
喩
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
比
喩
と
は
は
た
し
て
何
で
あ
る
の
か
。
ま
た
「
凡
」
と
近
似
し
た
意
味
と
さ

れ
る
「
般
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
の
漢
字
を
通
じ
て
貫
通
し
た
古
代

人
の
観
想
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
従
来
の
「
務
」
符
号
に
つ
い
て
の

意
味
の
捉
え
方
は
、「
務
」
を
「
盤
」「
槃
」
と
解
釈
す
る
も
の
が
多
い
が
、
本
稿

で
は
そ
の
間
違
い
を
指
摘
し
、「
務
」
符
号
の
正
確
な
意
味
を
導
き
出
し
た
い
と

考
え
る
。一　

  「
古
代
亀
卜
文
化
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て

―
甲
骨
文

字
『
船
』
形
偏
旁
の
意
味
の
検
討
」（
安
也
致
、
徐
海
寧

著
）
に
対
す
る
批
判

「
舟
（

）」
な
る
記
号
の
意
味
に
つ
い
て
、
亀
卜
に
使
う
亀
の
甲
羅
の
意
と
解

甲
骨
文
「

」
符
号
の
原
義
に
つ
い
て
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莉



甲
骨
文
「

」
符
号
の
原
義
に
つ
い
て

二
四

釈
す
る
安
也
致
、
徐
海
寧
両
氏
の
見
解
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
資
料
批
判
を
し

た
い
と
思
う
。
以
下
に
つ
い
て
は
論
文
「
古
代
亀
卜
文
化
に
お
け
る
表
現
に
つ
い

て

―
甲
骨
文
字
『
船
』
形
偏
旁
の
意
味
の
検
討
」（
安
也
致
、
徐
海
寧
著（

1
））
に

基
づ
く
。

『
左
伝
』
隠
公
十
一
年
に
「
滕
公
曰
…
…
我
、周
之
卜
正
也
（
滕
公
曰
く
…
…
我
、

周
の
卜
正
な
り
）」
と
あ
り
、
滕
公
と
い
う
人
物
が
、
卜
官
の
長
で
あ
っ
た
こ
と

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
滕
」
は
小
篆
を
「　
　

」
に
つ
く
り
、
甲
骨
文
に

は
見
え
ず
、
金
文
を
「　
　

」
に
つ
く
る
。
小
篆
の
「　
　
（
水
）」
の
部
分
が
金
文

で
は
「　
（
火
）」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
朕
」
の
金
文
「　
　

」
の
両
手
の

下
に
「
火
」
の
符
号
を
付
け
た
形
と
な
る
。
こ
の
字
中
の
「

（
舟
）」
は
海
川

に
浮
か
ぶ
舟
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
両
氏
は
い
う
。
滕
公
の
職
業
が
卜
正
す
な
わ

ち
亀
卜
を
司
る
も
の
で
あ
り
、金
文
「　
　

」
よ
り
み
た
契
柱
（
金
属
の
棒
「　
　

」）

を
両
手
に
も
ち
火
で
炙
る
行
為
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、「

」
は
亀
卜
行
事
に
使

う
亀
で
あ
る
と
両
氏
は
断
定
す
る
。

「
朕
」
字
に
つ
い
て
、『
説
文
』
八
下
に
「
我
也
、
闕
（
我
な
り
、
欠
）」
と
し

て
い
る
。「
我
」
は
代
名
詞
で
あ
り
、
仮
借
の
用
法
で
あ
る
か
ら
「
朕
」
の
原
義

で
は
あ
り
え
ず
、こ
の
字
の
義
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
と
許
慎
は
述
べ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
小
篆
「　
　

」
の
「　
　

」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
不
鮮
明
だ
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
朕
」
字
の
「

」
は
両
氏
が
言
う
よ
う
に
海
川
に
浮

か
ぶ
舟
の
意
で
は
あ
り
得
ず
、
祭
祀
に
関
わ
る
符
号
で
あ
ろ
う
。「

」
字
は
現

在
で
は
海
川
に
浮
か
ぶ
舟
を
意
味
す
る
の
で
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
甲
骨
文

を
見
る
と
舟
の
意
味
で
は
な
い
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
も
の
が
多
く
存
す
る
。
例

え
ば
、
甲
骨
文
に
「

」
を
含
む
文
字
に
「
服
」・「
前
」・「
受
」
が
あ
る
。

「
服
」
は
甲
骨
文
で
は
「　
　

」、金
文
で
は
「　
　

」
に
つ
く
る
。
両
氏
に
よ
る
と
、

そ
の
意
に
つ
い
て
「『
舟
』
は
征
兆
を
求
め
る
時
に
使
っ
た
霊
物
つ
ま
り
亀
甲
で

あ
り
、
拝
跪
し
て
い
る
人
物
（
又
は
拝
跪
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
）
は
、
神
霊
の

予
示
に
服
従
し
て
い
る
事
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
前
」

は
甲
骨
文
で
は
「　
　

」、
金
文
で
は
「　
　

」
に
つ
く
る
。「
前
」
の
正
字
は
「
臀
」

で
、
足
跡
の
形
を
意
味
す
る
「
止
」
と
「
舟
」
よ
り
な
る
。「
臀
」
は
『
説
文
』

二
上
に「
不
行
而
進
謂
之
臀
、从
止
在
舟
上（
行
か
ず
し
て
進
む
。
之
を
臀
と
い
う
。

止
の
舟
上
に
在
る
に
従
ふ
）」
と
あ
る
が
、
甲
骨
文
に
は
「　
　（
道
を
意
味
す
る
）」

が
含
ま
れ
て
お
り
、道
上
を
舟
で
進
む
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
両
氏
に
よ
る
と
「
実

は
『
舟
』
は
亀
卜
の
神
霊
を
表
し
、『
前
』
と
い
う
文
字
は
神
霊
の
加
護
に
よ
り
ず
っ

と
た
え
ず
に
速
く
道
を
歩
け
る
と
い
う
人
類
の
認
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
説
く
。「
受
」
は
甲
骨
文
・
金
文
と
も
に
「　
　

」「　
　

」
と
書
く
。
こ
の
文
字

中
の
「

」「

」
は
亀
卜
の
意
を
表
す
と
し
、
そ
の
意
は
、
自
分
の
願
望
を
神

霊
に
伝
え
吉
兆
の
実
現
を
期
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
卜
辞
の
中
に
は
「
受
年

（
年み

の
りを
受
く
）」
の
記
述
が
多
く
あ
る
の
も
そ
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
両
氏
に
よ

る
と
、
三
字
に
共
通
す
る
「

」
の
意
は
卜
に
用
い
る
亀
甲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

両
氏
は
「『
舟
』
は
、
文
字
の
最
初
の
段
階
で
は
木
造
船
の
意
味
と
し
て
使
わ

れ
た
が
、
そ
の
後
『
亀
』
と
仮
借
さ
れ
た
。
宗
教
文
化
の
複
雑
化
及
び
亀
卜
文
化

の
発
達
に
伴
っ
て
、
数
多
く
の
『
舟
』
形
を
含
め
、
宗
教
活
動
を
表
す
文
字
が
多

量
に
出
現
し
た
。
時
代
の
推
移
に
伴
っ
て
、
商
周
時
代
の
後
に
亀
卜
文
化
が
だ
ん

だ
ん
衰
微
し
て
い
く
と
、造
船
技
術
の
不
断
の
発
展
と
あ
い
ま
っ
て
、『
舟
』は『
亀
』

の
意
を
段
々
失
っ
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
の
「

」
を
亀
甲
だ
と
し
た

考
え
方
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
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二
五

し
か
し
な
が
ら
、
両
氏
は
な
ぜ
「

」
が
亀
甲
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は

単
に
意
味
上
の
仮
借
と
し
、
意
味
的
関
連
を
述
べ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
段

玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
に
お
け
る
「
朕
」
の
項
に
、興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。「
戴

先
生
曰
、
舟
之
縫
理
曰
朕
、
故
札
續
之
縫
亦
謂
之
朕
、
所
以
補
許
書
之
佚
文
也
。

本
訓
舟
縫
、
引
伸
爲
凡
縫
之

。
凡
言
朕
兆
隅
、
謂
其
幾
甚
微
、
如
舟
之
縫
、
如

掟
之

也
（
戴
先
生
曰
く
、『
舟
の
縫ほ

う

理り

を
朕
と
曰
ふ
、
故
に
札
續
の
縫
も
亦
た

之
を
朕
と
謂
ふ
』
と
、許
書
の
佚
文
を
補
ふ
所
以
な
り
。
本
訓
は
舟
の
縫
な
り
て
、

引
伸
し
て
凡
そ
縫
のし

ょ
うと
な
る
。
凡
そ
朕
を
兆き
ざ
しと
言
ふ
者
は
、
其
の
幾
き
ざ
し

甚
だ
微か
す

か

な
る
を
謂
ふ
。
舟
の
縫
の
如
く
、
亀
の
た
く

の
如
き
な
り
）」
と
あ
る
。
戴
先
生
は

段
玉
裁
の
師
戴
震
の
こ
と
。
舟
の
縫
と
は
板
と
板
と
の
継
ぎ
目
を
言
い
、
札
続
の

縫
は
櫂
の
板
の
継
ぎ
目
を
い
う
。
段
玉
裁
に
よ
る
と
「
朕
」
は
引
伸
し
て
兆
を
意

味
し
、
そ
れ
は
亀
の

（
裂
け
目
）
の
如
し
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て

は
、
舟
の
縫
↓
兆
し
↓
亀
の

と
の
意
味
の
拡
張
が
や
や
飛
躍
に
過
ぎ
る
と
も
見

ら
れ
る
が
、
戴
震
の
時
代
に
「
朕
」
字
内
の
「　
　

」
に
つ
い
て
、
亀
甲
占
の
兆

の
意
と
す
る
見
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
考
に
値
す
る
。

筆
者
は
、
両
氏
の
論
考
に
興
味
を
抱
く
が
、
両
氏
が
「

」
の
意
味
を
亀
甲
と

す
る
論
の
す
べ
て
の
考
証
が
成
立
し
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
金
文

の
「　
　（
滕
）」
字
中
の
各
々
の
符
号
が
象
形
で
あ
る
中
で
、
ど
う
し
て
「

」

だ
け
が
仮
借
の
「
舟
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
両
氏
の
論
文
か
ら
は
「
舟
」
が
亀
甲
の
仮
借
と
し
て
使
わ
れ
た
と
す
る

が
、「

」
が
な
ぜ
亀
甲
を
意
味
す
る
符
号
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
は
不
可
知
の

ま
ま
で
あ
る
。

海
川
に
浮
か
ぶ
舟
以
外
に
使
わ
れ
た
「
舟
」・「
聆
」
の
小
篆
「　
　

」
は
す
べ
て
、

神
霊
と
交
流
す
る
た
め
の
祭
祀
の
符
号
の
意
と
見
て
よ
い
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の

祭
祀
に
甲
骨
が
介
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。安
也
致
、徐
海
寧
両
氏
が
い
う「
滕
」・

「
朕
」
字
に
お
け
る
「

」
は
、
甲
骨
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
海
川

を
行
き
交
う
舟
か
ら
導
か
れ
、
天
地
交
流
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
祭
祀
を
表
す

漢
字
に
付
さ
れ
た
象
徴
符
号
と
し
て
の
舟
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の「
服
」・

「
前
」・「
受
」
に
お
け
る
舟
の
記
号
を
甲
骨
と
解
釈
す
る
の
は
、
そ
の
証
拠
と
な

る
も
の
が
な
く
、
恣
意
的
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ら
を
単
に
天
地
を
行
き

交
う
舟
か
ら
導
か
れ
た
「
天
地
を
交
流
す
る
祭
祀
を
意
味
す
る
符
号
」
の
意
と
解

す
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。

二　

祭
祀
の
符
号
「

」
の
意
味
に
つ
い
て

上
記
に
安
也
致
、徐
海
寧
両
氏
の
論
考
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
た
が
、で
は
い
っ

た
い
「

」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
こ

こ
で
は
、「

」
の
祭
祀
の
意
味
を
炙
り
出
す
た
め
に
、
古
代
の
民
俗
に
お
け
る

船
を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

日
本
の
葬
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
船
形
木
棺
は
弥
生
時
代
の
終
末
期
に
す
で
に
見

ら
れ
る
。
京
丹
後
市
峰
山
町
で
発
掘
さ
れ
た
16
基
の
木
棺
の
う
ち
6
基
に
登
る
船

形
木
棺
が
確
認
さ
れ
た
。
残
り
の
10
基
の
木
棺
は
板
を
箱
型
に
組
み
合
わ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
阪
市
平
野
区
の
加
美
遺
跡
の
弥
生
遺
構
で
は
、
実
用
の
船

の
部
材
（
舷
）
を
切
断
し
て
箱
式
木
棺
の
部
材
に
使
用
し
て
い
た（

2
）。
ま
た
、
船

形
木
棺
は
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
や
静
岡
県
の
若
王
子
二
号
墳
な
ど
古
墳
時
代
の
陵
墓

か
ら
も
多
く
見
ら
れ
る
。
松
前
健
氏
は
「
太
陽
の
船
の
信
仰
は
、
主
と
し
て
巨
石

古
墳
、
舟
葬
、
死
者
祭
祀
、
冥
府
な
ど
と
多
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
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べ
き
点
で
あ
る
。
恐
ら
く
太
陽
の
日
毎
の
大
地
か
ら
の
出
没
の
現
象
を
、
地
下
の

冥
府
を
通
っ
て
旅
す
る
の
だ
と
考
え
、
し
か
も
そ
れ
が
水
葬
の
風
、
す
な
わ
ち
死

者
の
魂
が
海
洋
を
越
え
て
他
界
に
往
く
と
い
う
、
水
辺
民
族
に
特
有
な
信
仰
と
結

び
つ
い
て
、
こ
う
し
た
複
合
信
仰
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

3
）」
と
述
べ
る
。

古
墳
時
代
後
期
の
鳥
船
塚
古
墳（

4
）や
珍め
ず
ら
し敷
塚づ
か

古
墳
（
福
岡
県
う
き
は
市（

5
））
に
描

か
れ
た
船
の
舳
先
に
鳥
を
乗
せ
て
舟
を
こ
ぐ
人
の
装
飾
壁
画
は
、
こ
の
墓
に
葬
ら

れ
た
人
が
鳥
に
案
内
さ
れ
て
あ
の
世
に
赴
く
様
子
を
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

特
に
、
珍
敷
塚
古
墳
の
壁
画
に
は
、
右
の
方
に
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
描
か
れ
て
い
る
。

ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
ウ
サ
ギ
と
と
も
に
月
に
住
む
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
ヒ
キ
ガ
エ

ル
の
前
方
に
あ
る
円
は
月
と
見
ら
れ
る
。
左
の
画
面
に
あ
る
船
上
の
同
心
円
は
太

陽
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
た
渦
巻
状
の
蕨わ

ら
び
て手
文も
ん

は
呪
術
的

な
文
様
と
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
考
え
る
に
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
人
物
が
、
太
陽

の
輝
く
陽
の
世
界
（
こ
の
世
）
か
ら
、月
を
支
配
す
る
陰
の
世
界
（
あ
の
世
）
へ
、

す
な
わ
ち
船
で
現
世
か
ら
来
世
へ
と
旅
立
と
う
と
す
る
姿
が
表
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
珍
敷
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
『
日
本
書
紀
』
巻
十
七
継
体
天
皇

に
で
て
く
る
「
目め

煩ず
ら

子こ

」
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
朝
鮮
に
す
で
に
派
遣

さ
れ
て
い
た
毛
野
臣
の
失
政
を
正
す
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
人
で
あ
る
。「
目
煩
子
」

は
宇
治
谷
孟
訳
『
日
本
書
紀
』
全
現
代
語
訳
（
講
談
社
１
９
８
８
．
６
）
で
は
「
メ

ズ
ラ
コ
」
で
あ
る
が
「
メ
ズ
ラ
シ
」
と
も
読
め
る
し
装
飾
古
墳
の
時
代
と
し
て
も

適
合
し
て
い
る
。
１
９
５
０
年
に
古
墳
が
発
掘
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
「
珍
敷

塚
」
の
地
名
が
存
在
し
た
。

ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
月
を
象
徴
す
る
動
物
で
あ
る
こ
と
は
、
江
蘇

胎
東
陽
の
漢
墓

よ
り
出
土
し
た
木
刻
天
象
図（

6
）に
見
ら
れ
、
古
代
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
観
想

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
ま
た
、
前
漢
代
の
長
沙
馬
王
堆
1
号
墓
出
土
布

帛
画（

7
）や
3
号
墓
出
土
布
帛
画（

8
）に
も
、
墓
に
葬
ら
れ
た
人
が
船
に
乗
っ
て
旅
す
る

と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
古
墳
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
船
の

埴
輪
が
50
例
以
上
あ
る
が
、こ
れ
も
ま
た
、墓
に
葬
ら
れ
た
人
の
霊
魂
が
船
に
よ
っ

て
あ
の
世
に
導
か
れ
る
と
す
る
観
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
船
形
埴
輪

は
装
飾
古
墳
の
壁
画
と
同
じ
造
形
意
思
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
が
無
い
。

松
前
健
氏
は
「
わ
が
国
に
果
た
し
て
舟
葬
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
の
存
す

る
所
で
あ
ろ
う
が
、
古
墳
内
に
見
ら
れ
る
船
型
の
石
棺
や
木
棺
の
存
在
、
ま
た
棺

の
こ
と
を
フ
ネ
、
入
棺
を
オ
フ
ネ
イ
リ
な
ど
と
い
う
語
、
ま
た
北
史
に
わ
が
上
代

の
葬
送
の
風
を
録
し
て
『
屍
を
船
上
に
置
い
て
陸
地
之
を
牽
く
』
と
い
う
記
事
、

（
後
略（

9
））」
と
述
べ
、
舟
葬
が
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
「
船
型
の
石
棺
や

木
棺
」
に
そ
の
証
拠
を
認
め
て
い
る
。
上
記
か
ら
考
え
る
と
、
古
代
の
中
国
や
日

本
で
は
船
に
つ
い
て
こ
の
世
と
あ
の
世
を
行
き
か
う
乗
り
物
と
し
て
の
観
念
を
抱

い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
古
語
で
海
を
天
と
同
じ
く
「
あ
ま
」
と
訓
ず
る

よ
う
に
、
海
と
天
は
無
限
大
の
空
間
と
し
て
無
分
別
な
使
わ
れ
方
を
し
て
お
り
、

「
舟
」
が
天
地
を
行
き
交
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
根
底
に
あ
る
か
ら
と

思
わ
れ
る
。

「

」
符
号
は
、
船
の
意
味
が
拡
張
さ
れ
て
、
神
の
世
界
と
こ
の
世
を
媒
介
す

る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。「
舟
」
は
甲
骨
文
に
「
庚
申
卜
、舟
、

尞
二
牢
」（
合
集
一
二
二
一
）
と
あ
り
、
牢
は
羊
・
牛
な
ど
の
犠
牲
を
表
し
、
尞

は
木
を
組
ん
で
こ
れ
を
焚
き
、
天
を
祭
る
祭
祀
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
舟
」
は
祭

祀
名
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
か
ら
は
、「
舟
」
が
ど
の
よ
う
な
祭
祀

で
あ
っ
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
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二
七

古
代
に
お
け
る
「
舟
」
の
観
想
を
示
し
た
も
の
に
「
恒
」
の
字
が
あ
り
、
以
下

説
明
し
た
い
と
思
う
。

「
恒
（
旧
字
：
恆
）」
は
小
篆
を
「　
　

」
に
つ
く
り
、
金
文
を
「　
　

」
に
つ
く

る
。『
説
文
』
十
三
下
に
「
常
也
、
从
心
从
舟
、
在
二
之
間
上
下
、
心
以
舟
施
恆

也
（
常
な
り
。
心
に
従
い
舟
に
従
ふ
。（
舟
は
）
二
の
間
に
在
り
上
下
し
、
舟
を

以
て
心
に
施
す
、
恆
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
段
注
』
で
は
「
謂
往
復

遥
遠
、
而
心
以
舟
運
旋
、
歴
久
不
變
、
恆
之
意
也
（
謂お

も

ふ
に
、
遥
か
遠
く
に
往
復

し
、
而
し
て
舟
を
以
て
心
を
運
旋
す
る
を
謂
ふ
。
久
し
き
を
歴へ

て
不
変
な
り
、
は

恆
の
意
な
り
）」
と
注
し
て
い
る
。
段
玉
裁
は
『
説
文
』
の
「
施
」
を
「
運
旋
」

と
解
し
て
お
り
、「
舟
」
が
「
二
（
天
と
地
）」
の
間
に
あ
っ
て
上
下
し
、
心
が
舟

に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
の
で「
恒
」（
不
変
）で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
舟
に
よ
っ

て
運
ば
れ
る
霊
魂
の
不
滅
と
い
う
観
想
か
ら
「
恒
」
の
字
義
を
述
べ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
観
想
は
、
珍
敷
塚
古
墳
の
壁
画
に
見
る
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
に
行
く

霊
魂
の
不
変
・
不
滅
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「

」
符
号
は
上
記

の
よ
う
な
観
想
か
ら
、
祭
祀
の
際
に
天
と
地
の
交
流
の
た
め
の
象
徴
符
号
と
し
て

使
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三　

  「

」
を
含
ん
だ
文
字
「
服
」「
受
」「
前
」
の
原
義
に
つ

い
て

こ
こ
で
は
、安
也
致
、徐
海
寧
両
氏
が
述
べ
た
「

」
を
含
ん
だ
文
字
「
服
」「
受
」

「
前
」
に
つ
い
て
、
文
字
符
号
と
し
て
の
「

」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の

か
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

「
務
」
と
「

」
は
、
し
ば
し
ば
同
一
の
符
号
と
し
て
使
わ
れ
る
。「
服
」
は
金

文
に「　
　

（
毛
公
鼎
）」・「　
　

（
克
鼎
）」が
あ
り
、「
朕
」は
金
文
に「　
　

（
頌
鼎
）」・

「　
　

（
師
糂
鮎
）」に
そ
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と「
務
」と「

」

に
は
、
共
通
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、「
服
」「
受
」「
前
」
の
字

源
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
考
察
す
る
。「
務
（
凡
）」
は
帆
字

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
帆
船
を
表
す
。「
舟
」
は
『
説
文
』
八
下
に
『
舟
也
、
古
者

共
鼓
貨
寳
刳
木
爲
舟
剡
木
爲
楫
以
濟
不
通
（
舟
な
り
、
古
は
共

き
ょ
う

鼓こ

・
貨
寳
、
木
を

刳く

り
て
舟
と
為
し
、
木
を
剡け
づ

り
て
楫か
じ

と
為
し
、
以
て
通
せ
ざ
る
を
濟わ
た

す
な
り
）』

と
あ
る
。「
務
」
と
「

」
の
原
初
的
な
差
別
化
は
、「
務
」
が
帆
船
を
意
味
し
、「

」

が
丸
木
舟
の
象
形
か
ら
で
き
た
文
字
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
務
」

と
「

」
が
置
き
換
え
て
使
わ
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
舟
一
般
と
し
て
の
意
味
を

担
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
「
服
」
字
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
服
」
は
甲
骨
文
で
は
「　
　

」、
金
文
で
は
「　
　

」
に
つ
く
る
。
歴
史
家
の
原

田
大
六
氏
は
「
服
」
の
甲
骨
文
「　
　

」
を
挙
げ
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
「『
服
従
』

す
る
場
合
と
か
、『
降
服
』し
た
場
合
に
、な
ぜ
〝
舟
〞
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
中
央
に
書
い
て
あ
る
〝
人
〞
は
何
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
そ
れ
に
〝
手
〞
が
加

え
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
捕
虜
で
す
。
戦
争
に
お
い
て
捕
ま
っ
た
捕
虜

が
、
船
い
っ
ぱ
い
に
積
み
込
ま
れ
て
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
捕

虜
を
捕
ら
え
て
く
る
こ
と
、
そ
れ
が
『
服
』
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ

て
い
る
。
い
か
に
も
歴
史
家
ら
し
い
解
釈
で
は
あ
る
が
、
甲
骨
文
が
神
に
対
す
る

言
問
い
の
た
め
の
文
章
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
氏
の
解
釈
は
正
し
く
な

い
。「
服
」
は
、
や
は
り
神
へ
の
服
従
の
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
。「
務
」
符
号
は
、

帆
船
も
し
く
は
風
を
表
す
以
外
に
は
す
べ
て
天
地
交
流
の
祭
祀
の
意
味
を
担
っ
て
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い
る
。「
服
」
が
衣
服
に
使
わ
れ
る
の
は
、
服
喪
の
際
に
着
る
服
か
ら
出
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
古
代
中
国
で
は
、
人
が
死
ね
ば
鬼
と
な
り
、
鬼
は
神
に
包
摂
さ
れ

た
概
念
で
あ
る
。
鬼
に
対
し
て
で
あ
れ
、
神
に
対
し
て
で
あ
れ
、
服
従
す
る
こ
と

か
ら
す
べ
て
の
祭
祀
が
始
ま
る
。

次
に
「
受
」
字
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

「
受
」
は
甲
骨
文
を
「　
　

」
に
つ
く
り
、「

」
を
中
央
に
置
き
、
上
下
に
「
躁

（
手
）」
符
号
が
あ
る
。「
受
」
は
『
説
文
』
四
下
に
「
相
付
也
从
喃
舟
省
聲
（
相

付わ
た

す
な
り
、
喃
に
従
ひ
、
舟
の
省
声
）」
と
あ
る
。
同
じ
く
『
説
文
』
四
下
に
「
喃

（
小
篆
：　
　
　

）」
が
あ
っ
て
、「
物
落
上
下
相
付
也
从
爪
从
又
凡
喃
之
罪
皆
从
喃

（
物
上
か
ら
下
に
落
ち
相
付わ
た

す
な
り
、
爪
に
従
ひ
又
に
従
ふ
、
凡
そ
喃
の
属
皆
な

喃
に
従
ふ
）」
と
あ
る
。「　
　

」
は
恐
ら
く
爪
で
は
な
く
手
で
あ
り
、「
喃
」
に
「

」

を
付
し
た
も
の
が
「
受
」
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
受
」
の
「
相
付わ
た

す
」
の
意
味

は
神
か
ら
人
へ
託
宣
を
わ
た
す
意
、
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
神
か
ら
託
宣
を
受
け

と
る
意
で
あ
る
。
白
川
博
士
に
よ
る
と
「
受
は
金
文
で
は
、
授
・
受
両
義
に
用
い

﹇
免め

ん

鮎き

﹈『
王
、
作さ
く
さ
く冊
尹ゐ
ん

に
書
を
受さ
ず

く
』﹇
頌
し
ょ
う

鼎て
い

﹈『
尹ゐ
ん

氏
、
王
に
命
書
を
受さ
ず

く
』
と

い
い
、
ま
た
﹇
毛
公
鼎
﹈『
大
命
を
雁お

う

受じ
ゅ

す（
10
）』
の
よ
う
に
い
う
」
と
あ
り
、「
受
」

の
原
書
の
意
に
授
・
受
両
義
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
受
」
の
甲
骨
文

「　
　

」
中
の
「

」
は
神
の
世
と
人
の
世
を
媒
介
す
る
象
徴
符
号
で
あ
る
。

次
に
、「
前
」
字
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
前
」
は
甲
骨
文
を
「　
　

」
に
つ
く
り
、正
字
は
「
臀
」
で
あ
る
。「
前
」
は
『
説

文
』
二
上
に
「
不
行
而
進
謂
之
臀
从
止
在
舟
上
（
行
か
ず
し
て
進
む
、
之
を
臀
と

謂
う
、
止
の
舟
上
に
在
る
に
従
ふ
）」
と
あ
る
が
、「
舟
」
は
海
川
上
に
浮
か
ぶ
舟

の
意
で
は
な
い
。
こ
の
舟
も
ま
た
神
の
世
と
人
の
世
を
媒
介
す
る
象
徴
符
号
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。「
止
」
は
足
を
意
味
す
る
か
ら
、
神
の
託
宣
を
得
て
前
へ
一

歩
踏
み
出
す
の
が
原
意
で
あ
ろ
う
。

「
服
」「
受
」「
前
」
に
含
ま
れ
る
「
務
」
も
し
く
は
「

」
は
、
天
の
神
と
交

流
す
る
た
め
の
象
徴
符
号
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
こ
の
場
合
に
使
わ
れ
る
象
徴
符
号
は
「
務
」「

」
が
無
分
別
に
使
わ
れ
て

い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

四　
「
鳳
」（
甲
骨
文
：　

　

）
字
内
の
符
号
「
務
」
に
つ
い
て

「
風
」
の
字
源
を
辿
っ
て
い
く
と
、「
鳳
」
に
な
る
。
で
は
、「
鳳
」
字
が
ど
う

し
て
「
風
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
古
代
中
国
の
古
俗
か
ら
類
推

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

原
初
の
「
鳳
」
は
人
民
に
害
を
与
え
る
荒
ぶ
る
神
で
あ
る
。「
鳳
」
の
原
型
と

な
る
鳥
は
イ
ヌ
ワ
シ
で
あ
っ
た
。
石
家
河
文
化
（
紀
元
前
約
２
５
０
０
〜
約

２
０
０
０
）
の
遺
物（
11
）に
、
イ
ヌ
ワ
シ
の
図
が
見
ら
れ
る
。
イ
ヌ
ワ
シ
は
翼
が
開

い
て
お
り
、
爪
が
開
い
た
形
で
あ
る
か
ら
、
空
中
か
ら
下
降
し
て
獲
物
に
襲
い
か

か
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
イ
ヌ
ワ
シ
を
獰
猛

な
鳥
と
し
て
認
識
し
、そ
れ
を
宗
教
的
な
意
図
を
も
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
十
八
宿
と
は
別
区
分
の
十
二
次
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
南
方
朱
鳥
の
領
域
で

は
、
鶉じ

ゅ
ん
し
ゅ首・
鶉
じ
ゅ
ん

火か

・
鶉
じ
ゅ
ん

尾び

な
ど
の
名
称
が
み
ら
れ
る（
12
）。
鶉
は
古
く
は
「
鳥
敦
」

と
書
か
れ
、「
鳥
敦
」
字
は
『
説
文
』
四
上
に
「
雕
也
」
と
あ
り
、
今
に
い
う
ウ

ズ
ラ
の
意
味
で
は
な
く
「
雕ち

ゅ
う」
す
な
わ
ち
、
ワ
シ
の
こ
と
を
い
う
。『
爾
雅
』
釈

天
に
「

謂
之
柳
、
柳
鶉
火
也
（

は
之
を
柳
と
い
い
、
柳
は
鶉
火
な
り
）」
と

あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
郭か
く

璞ぼ
く

は
「
鶉
鳥
名
、
火
属
南
方
（
鶉
は
鳥
の
名
、
火
は
南
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方
に
属
す
）」
と
注
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
鶉
火
」
は
五
行
の
南
方
の
火
を
受
け

て
呼
ば
れ
た
名
称
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
イ
ヌ
ワ
シ
は
太
陽
の
象
徴
で
あ
っ
た
か

ら
、
鶉
が
火
と
結
び
付
く
の
も
ご
く
自
然
で
あ
る
。

『
山
海
経
』
西
山
経
に
崑
崙
山
の
鳥
に
つ
い
て
、「
有
鳥
焉
、
其
名
曰
鶉
鳥
、
是

司
帝
之
百
服
（
鳥
有
り
、
其
の
名
を
鶉

じ
ゅ
ん

鳥ち
ょ
うと
曰
う
。
是
れ
帝
の
百
服
を
司
る
）」

と
あ
る
。
郝か
く
い懿
行こ
う

の
箋
疏
に
「
服
事
也
（
服
は
事
な
り
）」
と
あ
っ
て
、
鶉
鳥
が

天
帝
の
百
事
を
司
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
「
鶉
鳥
鳳
也
（
鶉
鳥

は
鳳
な
り
）」
と
い
い
、
鶉
鳥
を
天
帝
に
仕
え
る
鳳
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
古
代
に
イ
ヌ
ワ
シ
を
空
に
飛
翔
す
る
獰
猛
な
鳥
と
捉
え
、
そ
れ
を
ア
ニ

ミ
ズ
ム
の
象
徴
と
し
た
段
階
か
ら
、
天
帝
に
仕
え
て
天
空
の
百
事
を
司
る
鳳
へ
と

概
念
が
神
格
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
天
帝
に
仕
え
風
を
起
こ
す「
鳳
」

は
、
荒
ぶ
る
神
と
し
て
の
イ
ヌ
ワ
シ
で
あ
る
「
鳳
」
の
発
展
形
と
み
ら
れ
る
。
殷

代
の
青
銅
器
に
虎
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
饕と

う
て
つ餮
文も
ん

や
き

鳳ほ
う

文も
ん

、
そ
れ
に
き

龍り
ゅ
う

文も
ん

な

ど
が
鋳
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
魔
を
以
て
魔
を
制
す
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
殷
代
の
青
銅
器
は
、
饕と

う
て
つ餮
や
鳳
、
龍
と
い
っ
た
荒
ぶ

る
神
を
味
方
に
つ
け
、
他
民
族
を
そ
の
霊
威
に
よ
っ
て
従
わ
し
め
る
目
的
で
作
ら

れ
た
も
の
と
考
え
て
差
支
え
が
な
い
。「
鳳
」
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
そ
の
羽
ば

た
き
が
「
風
」
を
生
じ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
以
下
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

「
鳳
」
の
甲
骨
文
字
は
、
高
明
編
『
古
文
字
類
編
』
に
よ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る（
13
）。

「　
　

」一
期
合
一
九
五
、「　
　

」一
期
人
三
〇
三
二
、「　
　

」一
期
後
上
三
一
・
一
四
、

「　
　

」一
期
後
下
三
九
・
一
〇
、「　
　

」一
期
後
上
一
四
・
七
、「　
　

」一
期
京
二
九
一
五

「　
　

」
一
期
乙
一
八
、「　
　

」
三
期
京
三
八
八
七
、「　
　

」
三
期
前
四
・
四
二
・
六
、

「　
　

」
三
期
粋
八
二
六
、「　
　

」
三
期
粋
八
三
一
、「　
　

」
三
期
粋
八
四
四
、「　
　

」

三
期
續
二
・
一
五
・
三
、「　
　

」
四
期
合
集
三
四
一
三
七
、「　
　

」
五
期
前
三
・

二
八
・
四
、「　
　

」
五
期
前
三
・
二
九
・
二

こ
の
一
覧
よ
り
、「
鳳
」
の
甲
骨
文
字
の
特
徴
を
考
え
る
と
、「
鳳
」
の
頭
に
は

「　
　

」「　
　

」
な
る
形
の
も
の
が
付
い
て
お
り
、こ
れ
は
白
川
博
士
に
よ
る
と
「
辛

字
形
の
冠
飾（
14
）」
と
し
て
い
る
。
こ
の
符
号
は
「
龍
」
の
甲
骨
文
「　
　
（
一
期
乙

三
七
九
七
）」
や
「　
　
（
一
期
乙
五
四
〇
九
）」
に
見
ら
れ
る
頭
上
の
字
形
の
符
号

と
同
じ
で
あ
り
、「
鳳
」
や
「
龍
」
が
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
神
霊
の
類
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
証
と
な
る
。
白
川
静
博
士
に
よ
る
と
、「
辛
（
甲
骨
文
：　
　

）」

は
文
身
・
入
墨
に
用
い
る
針
で
、
刑
罰
を
表
す
字
で
あ
る
。「
言
（
甲
骨
文
：

　
　

」
は
「

」
に
辛
（
針
）
を
た
て
、
自
己
詛
盟
を
お
こ
な
い
違
約
の
時
に
は

入
墨
の
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
鳳
」

の
頭
上
に
あ
る
辛
字
形
の
冠
飾
は
、「
鳳
」
よ
り
さ
ら
に
上
位
の
神
霊
で
あ
る
天

帝
か
ら
の
命
を
受
け
た
霊
獣
と
し
て
の
意
味
を
な
す
。

「
鳳
」
字
の
甲
骨
文
に
は
、
甲
骨
文
三
期
か
ら
「
務
」
の
符
号
が
加
え
ら
れ
た

も
の
が
出
現
し
、
以
後
こ
の
記
号
が
定
着
す
る
。「
務
」
は
「
凡
」
の
甲
骨
文
を

示
し
、
そ
れ
が
後
の
「
凡
」
と
「
鳥
」
の
合
字
で
あ
る
「
鳳
」、
後
に
は
「
凡
」

と
「
虫
」
の
合
字
で
あ
る
「
風
」
の
字
を
形
成
す
る
一
部
と
な
る
。「
鳳
」
字
が

な
ぜ
「
風
」
字
に
替
え
ら
れ
た
か
は
次
に
事
情
に
よ
る
。
戦
国
時
代
に
起
源
を
持

つ
と
さ
れ
る
陰
陽
五
行
説
で
は
、
東
の
蒼
龍
、
西
の
白
虎
、
南
の
朱
雀
、
北
の
玄

武
（
黒
龍
と
も
い
う
）、
中
央
の
黄
龍
な
ど
、
龍
に
対
す
る
霊
獣
と
し
て
の
位
置

付
け
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
龍
は
漢
の
建
国
以
後
、
皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル



甲
骨
文
「

」
符
号
の
原
義
に
つ
い
て

三
〇

と
し
て
扱
わ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
の
動
静
を
司
る
最
た
る

霊
獣
に
対
す
る
人
間
の
観
想
の
主
体
が
、「
鳳
」
か
ら
「
龍
」
へ
と
移
っ
て
い
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
風
」
字
の
「
虫
」
が
「
鳳
」
か
ら
龍
を
意
味
す
る
「
虫
」

に
転
じ
た
の
は
こ
う
い
っ
た
歴
史
的
背
景
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五　
「
凡
」「
般
」
字
に
つ
い
て

「
務
」
は
後
字
の
「
凡
」
と
な
る
が
、「
凡
」
が
な
ぜ
風
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
を
以
下
考
察
し
た
い
。

予
曩
は
「　
　

」
な
る
字
に
つ
い
て
風
と
雨
の
合
文
と
み
な
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
葉
玉
林
は
「
其
左
之
務
即
卜
辞　
　
　（
風
）
省
。
又
卜
辞
云
「
貞
不
其
瓏
務
」

（
臓
一
二
〇
．
二
）
與
「
貞
不
其
瓏
雨
」（
臓
九
．
八
．
二
）
辞
為
例
同
。
則
務
為

風
字
以
可
無
疑
。（
其
の
左
の
務
は
卜
辞　
　
　

〈
風
〉
の
省
で
あ
る
。
又
卜
辞
に

云
う
『
貞
不
其
瓏
務
』
と
『
貞
不
其
瓏
雨
』
は
辞
例
が
同
じ
で
あ
る
。
則
ち
務
が

風
字
為
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
）」
と
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
「
務
」
は
風
字
で
あ

る
こ
と
は
確
実
と
み
て
よ
い
。

「
凡
」
が
一
体
何
を
意
味
す
る
漢
字
か
と
い
う
と
、
筆
者
は
風
を
受
け
た
帆
船

を
象
る
も
の
と
考
え
る
。
解
字
す
る
と
、「
騨
」
は
帆
船
の
象
形
、「
飲
」
は
風
を

表
す
指
事
記
号
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
も
っ
と
も
、「
凡
」
の
元
字
で
あ
る
「
務
」

は
単
に
帆
船
を
意
味
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、「
務
」
が
風
の
意
を
鮮
明
に
す

る
に
至
っ
て
、
そ
の
風
の
意
が
「
凡
」
の
指
事
記
号
「
飲
」
に
結
実
し
た
も
の
と

推
測
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、帆
船
が
風
を
受
け
て
進
む
と
こ
ろ
か
ら
、

「
務
」
が
風
を
意
味
す
る
甲
骨
文
の
「
鳳
」
字
の
一
部
と
し
て
使
わ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
私
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
は
、「
凡
」
が
自
然
の
事
象

で
あ
る
風
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
抽
象
的
な
符
号
で
は
な
く
、

比
喩
と
し
て
直
接
的
に
風
を
表
す
も
の
に
相
違
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
凡
」
を
符
号
と
し
て
含
む
字
は
「
汎
」「
帆
」「
鳳
」「
風
」
な
ど
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
字
の
中
で
風
を
意
味
す
る
の
は
ひ
と
え
に
「
凡
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
帆
」

の
異
体
字
に
「
犒
」
が
あ
り
、
帆
船
は
風
を
意
味
す
る
最
適
な
比
喩
と
考
え
ら
れ

る
。金

文
の
図
象
に
「　
　
（
三
巳
錞
于
）『
小
校
經
閣（
15
）』」
が
あ
り
、
帆
の
右
側
に

多
く
引
か
れ
た
横
線
が
風
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
金
文
の
図
象
に

帆
船
を
象
っ
た「　
　
（
川
大
錞
于（
16
））」が
あ
っ
て
、こ
の
文
字
の
右
上
部
分
は「
鳳
」

の
甲
骨
文
「　
　
（
一
期
菁
五
・
一
）」
と
近
似
し
て
お
り
、「
鳳
」
字
と
考
え
ら
れ
、

「
風
」
を
意
味
す
る
も
の
と
見
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
図
象
内

に
帆
船
と
風
が
配
さ
れ
て
お
り
、そ
の
中
で
も「　
　
（
川
大
錞
于
）」が
帆
船
と「
鳳

（
風
）」
を
含
ん
で
い
る
の
は
「
鳳
」
字
の
「　
　

」
の
構
成
と
同
じ
で
あ
り
、「
凡
」

が
風
を
受
け
た
帆
船
を
意
味
す
る
と
す
る
筆
者
の
提
唱
す
る
創
案
と
も
共
通
し
て

い
る
。

「
凡
」
は
「
般
」
と
声
と
義
が
通
じ
て
い
る
。
殷
十
九
代
王
の
盤
庚
は
甲
骨
文

で
般
庚
「　
　　
　
（
林
二
、八
、一
四
）」、
あ
る
い
は
般
庚
「　
　（
粋
二
七
五
）」
と

書
か
れ
、
ま
た
一
方
で
凡
庚
「　
　
（
前
一
、一
六
、四
）」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
こ
で
は
「
般
」
と
「
凡
」
は
同
意
の
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
般
」
は
『
説
文
』
八
下
に
「
辟
也
、象
舟
之
旋
、从
舟
从
殳
、殳
所
以
旋
也
（
辟

な
り
。
舟
の
旋
る
に
象
る
。
舟
に
従
ひ
、
殳
に
従
ふ
。
殳
は
旋
る
所
以
な
り
」
と

あ
り
、『
段
注
』
で
は
「
辟
也
、
象
舟
之
旋
、
从
舟
从
殳
、
殳
令
舟
旋
者
也
（
辟
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な
り
。
舟
の
旋
る
に
象
る
。
舟
に
従
ひ
、
殳
に
従
ふ
。
殳
は
舟
を
し
て
旋
ら
し
む

る
者
な
り
）」
と
解
説
さ
れ
、「
殳
」
は
撃げ
き
た
い汰
（
櫂
で
波
を
打
つ
、
舟
を
こ
ぐ
意
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
舟
を
漕
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
旋
回
す
る
こ
と
を
い
う
。

「
般
」
の
甲
骨
文
・
金
文
は
『
古
文
字
類
編（
17
）』
よ
り
見
れ
ば
、次
の
通
り
で
あ
る
。

甲
骨
文
：「　
　
　

」（
一
期
乙
九
六
二
）「　
　
　

」（
三
期
甲
二
三
〇
六
）「　
　
　

」

（
四
期
甲
五
九
〇
）「　
　

」（
五
期
前
一
、
一
五
、
四
）

金
文
：「　
　

」（
周
中
般

）「　
　

」（
周
中
頌
慎
）「　
　

」（
周
晩
兮
甲
慎
）「　
　

」

（
春
秋
斉
候
誌
）

こ
れ
ら
を
み
る
と
、「
般
」
は
甲
骨
文
で
は
概
ね
「
務
（
凡
）」
の
符
号
よ
り
な

り
、
金
文
に
至
っ
て
「

」
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
般
」
は

原
初
的
に
は「
凡
」と「
殳し

ゅ

」よ
り
な
る
と
解
釈
し
て
も
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、「
般
」

の
「
舟
」
は
正
確
に
は
「
務
（
凡
）」
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
の
提
唱
す
る
「
凡
」

の
意
に
従
え
ば
、
帆
で
風
を
あ
や
つ
っ
て
舟
を
旋
回
す
る
意
味
に
な
る
。
し
か
ら

ば
、『
説
文
』・『
段
注
』
の
「
般
」
は
筆
者
の
い
う
「
凡
」
と
ほ
ぼ
近
似
し
た
意

味
に
な
る
。
ま
た
、「
凡
」
が
「
凡お

お
よそ
」
の
意
味
を
も
つ
の
は
「
風
」
に
風
土
・

風
俗
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
土
地
の
お
お
よ
そ
の
風
気
が
風
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
と
古
代
人
が
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
般
」
に
は
一
般
・
万
般
の
語

が
あ
り
、「
凡お

お
よそ
」
と
意
味
が
相
通
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
務
」
は
、
風
を
意
味

す
る
「
凡
」
と
は
別
に
、
あ
の
世
（
天
）
と
こ
の
世
を
行
き
交
う
「
舟
」
と
し
て

の
意
味
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
祭
祀
の
象
徴
符
号
と
し
て
の
意
味
を
併
せ
持
つ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

六　
「
凡
（
務
）」
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈

「
凡
」
は
『
説
文
』
一
三
下
に
「
最
括
也
、
从
二
二
偶
也
从
廴
廴
古
文
及
（
最

括
な
り
、
二
に
従
ひ
廴
に
従
ふ
、
二
は
二
偶
な
り
、
廴
は
古
文
の
及
な
り
）」
と

あ
る
。
字
形
を
二
と
及
に
従
う
会
意
と
し
て
い
る
。「
最
括
」
は
「
凡
そ
」
の
意

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
原
義
か
ら
派
生
し
た
意
味
で
あ
っ
て
、
原
義

は
甲
骨
文
を
見
る
限
り
帆
船
の
意
で
あ
ろ
う
。

「

（
凡
）」
に
つ
い
て
の
中
国
文
字
学
者
の
解
釈
を
『
甲
骨
文
字
詁
林（
18
）』
で

引
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

羅
振
玉「
槃
、承
槃
也
。
从
木
般
聲
。
古
文
作
讐
。
籀
文
作
盤
。
古
金
文
作
葱
。（
槃
、

承し
ょ
う
ば
ん
槃
な
り
、
木
に
従
い
槃
の
聲
、
古
文
は
讐
に
作
る
、
籀
文
は
盤
に
作
る
、
古
金

文
は
葱
に
作
る
。）
※
承
槃
は
酒
樽
を
の
せ
る
台
。

王
襄
「
古
槃
字
，
與
般
通
（
古

い
に
し
えの
槃
字
、
般
と
通
ず
）」

郭
沫
若
「
務
乃
凡
字
，
槃
之
初
文
也
，
象
形
，
前
片
作　
　

，
即
後
来
之
般
字
，

字
胙
作

，
譌
変
而
為
从
舟
从
裙
。（
務
は
乃す
な
わち
凡
字
、
槃
の
初
文
な
り
、
即す
な
わち

後
来
の
般
字
な
り
、
字
は
胙ま

さ

に

に
作
り
，
譌
変
し
て
舟
に
従
ひ
裙
に
従
ふ
）」

陳
夢
家
「
凡
字
象
側
立
之
盤
形
，
凡
、
皿
古
是
一
字
，
即
盤
（
凡
字
は
側
立
の
盤

形
に
象
る
、
凡
、
皿
古い

に
し
えは
一
字
、
即
ち
盤
な
り
）」

饒
宗
頣
「
按　
　

為
盤
字
（
按
ず
る
に　
　

は
盤
字
為な

り
）

李
孝
定
「
契
文
象
承
槃
之
形
（
契
文
は
承
槃
の
形
に
象
る
）」

姚
孝
遂
「『
凡
』
即
『
槃
』
之
初
形
。（『
凡
』
は
即
ち
『
槃
』
の
初
形
な
り
）」

さ
ら
に
、「
務
（
凡
）」
は
白
川
静
『
字
統
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
盤
の
形
。
舟
も
盤
の
形
で
あ
る
か
ら
、
卜
文
・
金
文
の
形
は
と
き
に
舟
の
形
で



甲
骨
文
「

」
符
号
の
原
義
に
つ
い
て

三
二

釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
…
…
す
な
わ
ち
凡
に
盤ば
ん
せ
ん旋
の
意
が
あ
っ
て
、
他
に
波
及

す
る
意
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
風
の
声
符
と
な
る（
19
）。」

羅
振
玉
・
王
襄
・
郭
沫
若
・
陳
夢
家
・
李
孝
定
・
姚
孝
遂
は
「
凡
」
字
を
「
槃
」

の
初
文
と
解
釈
し
て
い
る
。
饒
宗
頣
・
白
川
博
士
は
「
凡
」
字
を
「
盤
」
の
初
文

と
解
釈
し
て
い
る
。「
槃
」・「
盤
」
と
も
に
「
般
」
を
声
符
と
す
る
形
声
文
字
で

あ
り
意
味
的
な
共
通
も
あ
る
か
ら
、こ
の
二
つ
の
論
は
同
一
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
字
源
解
釈
は
多
く
の
文
字
学
者
が
唱
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
一

般
的
解
釈
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
白
川
博
士
は
「
す
な
わ
ち
凡
に
盤ば

ん
せ
ん旋
の
意
が

あ
っ
て
、
他
に
波
及
す
る
意
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
風
の
声
符
と
な

る
」
と
述
べ
、「
凡
」
を
「
盤
」
の
形
と
解
し
、「
盤
」
か
ら
派
生
し
た
盤
旋
の
意

味
が
あ
り
、
そ
の
盤
旋
が
風
の
意
に
通
じ
て
い
る
と
す
る
。
白
川
博
士
に
よ
る
と

「
盤
に
乗
せ
て
運
ぶ
こ
と
、
そ
れ
で
移
動
す
る
こ
と
を
盤
旋
・
運
搬
の
よ
う
に

い
う（
20
）」
と
述
べ
る
が
風
の
比
喩
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
。
お
そ
ら
く
「
凡
」

字
を
「
槃
」・「
盤
」
と
み
る
説
は
、
そ
れ
ら
を
祭
祀
で
使
わ
れ
る
器
と
見
て
、
そ

こ
か
ら
風
と
祭
祀
の
関
わ
り
を
類
推
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
文

字
学
者
の
多
く
は
、「
般
」
と
同
義
と
さ
れ
る
「
凡
」
を
「
槃
」
及
び
「
盤
」
と

解
釈
し
た
た
め
、
上
記
の
「
般
」
の
『
説
文
』
及
び
『
段
注
』
の
記
述
が
そ
の
解

釈
と
は
合
わ
な
い
の
で
、
誤
っ
た
解
釈
と
し
て
切
り
捨
て
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

筆
者
は
逆
に
「
般
」
の
原
義
を
伝
え
る
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

「
盤
」
の
字
義
を
考
察
し
、「
盤
」
が
「
凡
」
の
初
文
で
な
い
こ
と
を
以
下
に
述

べ
た
い
と
思
う
。

「
般
」
を
文
字
要
素
と
し
て
用
い
た
同
じ
構
造
上
の
字
に
「
槃
」「
盤
」
が
あ
る
。

「
盤
」
は
食
物
を
盛
る
平
た
い
大
皿
を
い
う
。『
説
文
』
六
上
の
「
槃
」
の
項
で
は
、

「　
　
（
盤
）」
は
槃
の
籀
文
で
、「　
　
（
鎜
）」
は
槃
の
古
文
と
あ
る
。
筆
者
は
そ

の
基
本
的
な
字
は
「
盤
」
で
、「
盤
」
を
金
属
で
作
っ
た
も
の
が
「
鎜
」
で
、
木

で
作
っ
た
も
の
が
「
槃
」
で
あ
る
と
思
う
。「
盤
」
の
「
般
」
は
形
声
文
字
の
声

符
で
あ
り
、か
つ
「
盤
」
が
祭
祀
で
使
わ
れ
る
の
で
「
舟
」
符
号
の
入
っ
た
「
般
」

を
使
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
声
符
と
し
て
の
機
能
と
祭
祀
の
象

徴
符
号
と
し
て
の
意
を
兼
ね
た
も
の
だ
と
思
う
。
王
襄
が
述
べ
た
「
古
槃
字
，
與

般
通
（
古

い
に
し
えの
槃
字
、
般
と
通
ず
）」
の
よ
う
に
、「
槃
」
の
初
文
が
「
般
」
だ
と
す

る
考
え
方
は
、「
般
」
と
「
槃
」
に
共
通
の
意
が
見
出
せ
な
い
の
で
、
ど
う
も
納

得
で
き
な
い
。「
般
」
が
「
般は

こ

ぶ
」
の
意
を
も
つ
の
で
、
そ
こ
か
ら
盤
旋
の
意
が

拡
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
盤
旋
」
は
「
般
」
の
意
が
「
盤
」
に
加
わ
っ

た
も
の
で
あ
り
、「
盤
」
が
盤
旋
の
意
を
有
す
る
か
ら
と
い
っ
て
「
般
」
が
「
盤
」

の
初
文
と
は
言
え
な
い
。

日
本
の
古
代
宗
教
に
磐い

わ
く
ら座
信
仰
が
あ
る
が
、石い
わ
く
ら座
が
磐
座
と
書
か
れ
る
理
由
は
、

磐い
わ
く
ら座
の
「
磐
」
は
「
石
」
を
神
の
憑よ
り
し
ろ代
と
考
え
、「
舟
」
と
い
う
祭
祀
の
象
徴
符

号
を
含
ん
だ
「
磐
」
の
字
に
替
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
磐
」
字

中
の
「
般
」
は
声
符
と
し
て
、
ま
た
意
味
的
に
は
天
地
交
流
の
象
徴
符
号
と
し
て

の
「
舟
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

七　
「
務
」
符
号
の
総
括
的
意
味

先
述
で
述
べ
た
「
務
」
符
号
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て

お
き
た
い
と
思
う
。

筆
者
は
「
務
」
の
原
初
の
意
味
は
帆
船
を
象
形
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。

中
国
の
帆
船
が
い
つ
頃
か
ら
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
帆
船
史
話（
21
）』
に



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
八
號

三
三

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
世
界
で
一
番
古
い
帆
船
の
記
録
は
、
大
英
博
物
館

に
あ
る
紀
元
前
６
０
０
０
年
頃
の
ア
ン
フ
ォ
ラ
（
酒
壺
）
の
表
面
に
彫
ら
れ
た
絵

画
だ
と
い
わ
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
王
の
墳
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
、
1
本
マ
ス

ト
1
枚
横
帆
の
簡
単
な
帆
装
が
あ
る
だ
け
で
、詳
細
に
つ
い
て
は
知
る
由
も
な
い
」

船
に
帆
を
張
る
こ
と
は
船
の
原
初
的
な
機
能
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
殷
代
に
も

行
わ
れ
て
お
り
、「
務
」
が
帆
船
を
意
味
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
帆
」
字

は
甲
骨
文
・
金
文
に
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、「
務
」
が
帆
船
を
意
味
し
、「

」
が

丸
木
舟
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
祭
祀
に
使
わ
れ
る

舟
符
号
は
、「
務
」「

」が
ど
ち
ら
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、「
服
」

は
金
文
に
「　
　

（
毛
公
鼎
）」・「　
　

（
克
鼎
）」
が
あ
り
、「
朕
」
は
金
文
に
「　
　

（
頌

鼎
）」・「　
　

（
師
糂
鮎
）」
に
そ
の
事
例
が
見
ら
れ
、「
務
」「

」
は
特
に
区
別
な

く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
務
」
は
狭
義
で
は
帆
船
の
意
な
が
ら
、
広
義

で
は
「

」
と
同
様
に
舟
の
意
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
「
風
」
を
意
味
す
る
「
凡
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
帆
船
が
風
を
受
け
て

進
む
と
こ
ろ
か
ら
、「
務
」
か
ら
「
風
」
の
意
味
が
拡
張
さ
れ
た
。
そ
れ
が
後
起

の
字
で
あ
る
「
凡
」
と
な
る
。「
鳳
」
字
の
甲
骨
文
が
最
初
「　
　

」
一
期
合

一
九
五
の
よ
う
で
あ
っ
た
も
の
が
第
三
期
に
な
っ
て
「　
　

」
三
期
前
四
・

四
二
・
六
の
よ
う
に
「
務
」
符
号
が
つ
く
よ
う
に
な
る
の
は
、「
鳳
」
字
が
風
の

意
を
有
す
る
に
至
っ
て
、
帆
船
か
ら
意
味
が
拡
張
さ
れ
て
風
の
意
を
も
つ
「
務

（
凡
）」
を
付
し
て
風
の
意
を
明
確
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
よ
り
、

「
鳳
」
字
は
「
凡
」
と
「
鳥
」
の
合
字
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
務
」
符
号
は
原
初
が
帆
船
の
意
、
拡
張
義
と
し
て
「
風
」
を
意
味
す
る
「
凡
」

の
意
、
更
に
祭
祀
に
お
い
て
使
わ
れ
る
神
の
世
と
人
の
世
を
媒
介
す
る
象
徴
符
号

と
し
て
の
舟
の
意
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
凡
」
は
「
盤
」「
槃
」
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

あ
と
が
き

拙
稿
を
書
き
終
え
て
、
自
分
が
甲
骨
文
の
原
義
を
正
す
だ
け
の
能
力
が
あ
る
の

か
ど
う
か
、
今
も
自
問
自
答
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
解
釈
さ
れ
て
い
る

甲
骨
文
の
多
く
は
仮
説
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
更
に
検
討
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
現
在
の
文
字
学
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
勇
気

を
も
っ
て
発
表
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

筆
者
は
こ
の
論
文
で
「
務
」
符
号
は
帆
船
で
あ
る
と
断
じ
て
、
も
と
も
と
丸
木

舟
を
意
味
す
る
「

」
符
号
と
の
差
別
化
を
討
論
文
で
述
べ
た
が
、
従
来
の
文
字

学
者
は
恐
ら
く
そ
の
区
別
を
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
た
め
に

「
務
」
符
号
に
対
す
る
意
味
が
明
確
さ
を
欠
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た

文
字
に
は
本
義
と
拡
張
義
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
分
別
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ

ば
、「
務
」
符
号
を
含
む
諸
文
字
に
貫
通
す
る
意
味
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
、「
務
」
を
「
盤
」
の
初
文
と
す
る
解
釈

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
凡
」
と
「
般
」
と
「
盤
」
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
解
釈
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
各
々
に
は
す
べ
て
独
立
し
た
意
味
が
あ
る
。
そ

れ
ら
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
当
論
文
の
目
的
で
あ
っ
た
。
自
分
の
考
え
た

こ
と
が
き
ち
ん
と
伝
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
自
信
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
読

者
の
方
々
に
は
ぜ
ひ
内
容
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
見
解
の
相
違
、
ま
た
論

文
の
誤
り
が
あ
れ
ば
、
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。



甲
骨
文
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」
符
号
の
原
義
に
つ
い
て

三
四

注（1
）
安
也
致
、徐
海
寧
「
古
代
亀
卜
文
化
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て

―
甲
骨
文
字
『
船
』

形
偏
旁
の
意
味
の
検
討
」『
駒
沢
史
学
』
五
二
号　

駒
沢
史
学
会
（
一
九
九
九
・
一
〇
）

（
2
）
辰
巳
和
弘
著
『
他
界
へ
翔
る
船
』
新
泉
社
（
二
〇
一
一
・
三
）
八
八
頁
。

（
3
）
松
前
健
『
日
本
神
話
の
新
研
究
』
南
雲
堂
桜
楓
社
（
一
九
六
〇
・
八
）
三
頁
。

（
4
）
図
版
1　

辰
巳
和
弘
著
『
他
界
へ
翔
る
船
』
新
泉
社
（
二
〇
一
一
・
三
）
一
一
八
頁
。

（
5
）
図
版
2　
『
他
界
へ
翔
る
船
』
一
一
五
頁
。

（
6
）
図
版
3　

曽
布
川
寛
著
『
崑
崙
山
へ
の
昇
仙
』
中
央
公
論
社
（
中
公
新
書
一
九
八
一
・

一
二
）
一
一
九
頁
（
模
本
）。

（
7
）
図
版
4　

同
上
八
二
頁
（
模
本
）。

（
8
）
図
版
5　

同
上
八
三
頁
（
模
本
）。

（
9
）
松
前
健
『
日
本
神
話
の
新
研
究
』（
南
雲
堂
桜
楓
社
）（
一
九
六
〇
・
八
）
三
二
頁
。

『
北
史
』
列
伝
八
十
二
に
倭
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
及
葬
、
置
屍
船
上
、

陸
地
牽
之
、
或
以
小
輿
（
葬
に
及
び
、
屍
を
船
上
に
置
き
、
陸
地
に
之
を
牽
く
、
或
い

は
小
さ
き
輿く

る
まを
以
て
）」
と
あ
る
。

（
10
）
白
川
静　

新
訂
『
字
統
』
平
凡
社
（
二
〇
〇
四
・
一
二
）
四
一
八
頁
。

（
11
）
図
版
6
林
巳
奈
夫
『
中
国
古
代
の
神
が
み
』
吉
川
弘
文
館
（
二
〇
〇
二
・
三
）
八
四

頁
。

（
12
）
図
版
7
同
上
七
一
頁
。
12
年
で
全
天
を
一
周
す
る
木
星
の
位
置
に
よ
っ
て
、
十
二

支
で
表
示
さ
れ
た
方
角
に
対
応
し
て
12
等
分
さ
れ
、
そ
の
年
が
十
二
支
で
示
さ
れ
る
ど

の
年
に
当
た
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
）
徐
中
舒
『
甲
骨
文
字
典
』
四
川
辞
書
出
版
社
（
一
九
八
九
・
五
）
四
二
七
〜
四
二
八

頁
。

（
14
）
白
川
静　

新
訂
『
字
統
』
平
凡
社
（
二
〇
〇
四
・
一
二
）
八
二
一
頁
。

（
15
）『
小
校
經
閣
金
文
』
拓
本
「
三
巳
錞
于
」

（
16
）四
川
大
学
博
物
館
所
蔵
萬
縣
で
発
見
さ
れ
た
青
銅
器
の
錞
于（
打
楽
器
）「
川
大
錞
于
」

『
華
西
学
報
』
5
期
（
一
九
三
六
）
徐
中
舒
模
写

（
17
）
高
明
編
『
古
文
字
類
編
』
中
華
書
局
（
一
九
八
〇
・
一
）
三
三
四
頁
。

（
18
）
于
省
吾
主
編
『
甲
骨
文
字
詁
林
』
中
華
書
局
（
一
九
九
五
・
五
）
二
八
四
三
〜

二
八
四
九
頁
。

（
19
）
白
川
静　

新
訂
『
字
統
』
平
凡
社
（
二
〇
〇
四
・
一
二
）
七
二
四
頁
。「
凡
」
の
項

（
20
）
白
川
静
『
字
統
』
平
凡
社
（
一
九
八
四
・
八
）
八
〇
八
頁
。

（
21
）
杉
浦
昭
典
『
帆
船
史
話
』
天
然
社
（
一
九
二
八
・
三
）

《
参
考
文
献
》

・
安
也
致
、
徐
海
寧
著
「
古
代
亀
卜
文
化
の
文
字
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て

―
甲
骨
文
字

『
船
』
形
偏
旁
の
意
味
の
検
討
」（『
駒
沢
史
学
』
五
二
号　

駒
沢
史
学
会
（
一
九
九
八
・
六
）

・
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
（
一
九
八
一
・
一
〇
）

・
林
巳
奈
夫
『
中
国
古
代
の
神
々
』
吉
川
弘
文
館
（
二
〇
〇
二
・
三
）

・
于
省
吾
主
編
『
甲
骨
文
字
詁
林
』（
一
九
九
六
・
五
）

・
辰
巳
和
弘
『
他
界
へ
翔
る
船
』
新
泉
社
（
二
〇
一
一
・
三
）

・
高
明
編
『
古
文
字
類
編
』
中
華
書
局
（
一
九
八
〇
・
一
一
）

・
許
慎
『
説
文
解
字
』
中
華
書
局
（
一
九
六
三
・
一
二
）

・
徐
中
舒
『
甲
骨
文
字
典
』
四
川
辞
書
出
版
社
（
一
九
八
九
・
五
）

・
白
川
静　

新
訂
『
字
統
』
平
凡
社
（
二
〇
〇
四
・
一
二
）

・
白
川
静
『
字
統
』
平
凡
社
（
一
九
八
四
・
八
）

（
京
都
大
學
國
際
高
等
敎
育
院
非
常
勤
講
師
）

図
版
一
覧

図 1　鳥船塚古墳奥壁の壁画



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
八
號

三
五

図 2　珍敷塚古墳奥壁の壁画

図 3　江蘇 東陽漢墓出土木刻天象図（模本）前漢中晩期
長 188cm図 4　長沙馬王堆1号墓出土帛画（模本）

図 5　長沙馬王堆 3号墓出土帛画部分（模本）

図 6　イヌワシ・神面　玉斧　石家河文化　上海博物館
（筆者図）

図 7　二十八宿と十二次


